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  里親制度とは?
１．里親の役割　
　　里親とは、さまざまな事情により自分の家庭で生活することのできない子どもたちを、児
　童福祉法の規定に基づき、実親に代わって、家庭に受け入れ育てる制度です。
２．里親の種類
◇親族里親
　親の死亡・行方不明などの事情により両親に代わって子どもの扶養義務者及び配偶者である
親族（祖父母・きょうだい等）が養育する里親
◇養子縁組里親
　養子縁組によって、養親となることを希望する里親
○養育里親
　親と一緒に生活できるようになるまで養育する里親
　休日・長期休暇のうちで都合のよい日だけ預かることもできます。
　※研修の受講が必要です
　※養育する子どもは原則１８歳未満
○専門里親
　特に支援が必要と認められた児童を専門的な知識を持って養育する里親
　①虐待等により心身に有害な影響を受けた子ども
　②非行等の問題を有する子ども
　③障がいのある子ども
３．里親の養育負担費
　　子どもの生活費、教育費、医療費などが支給され、子どもが事故にあった場合などの補償
　もあります。
　　また、養育里親（含専門里親）には、里親手当等が支給されます。
　※養子縁組里親、親族里親には里親手当の支給はありません。
４．里親の要件等
　◎子どもの養育について理解と熱意と愛情を持っていること。
　※詳細については、お問い合わせください。

10月は里親月間です10月は里親月間です

～あなたを必要としている子どもたちがいます～～あなたを必要としている子どもたちがいます～
「里親」いま、家庭の新しいカタチ「里親」いま、家庭の新しいカタチ

【お問い合わせ先】
　出雲児童相談所・出雲地区里親会
　電話　０８５３－２１－０００７

お問い合わせ…島根労働局 労働保険徴収室　電話 0852-20-7010

労働保険の
加入手続きは
おすみですか！

一人でも労働者を雇用していれば
　　労働保険に加入する必要があります。

※ 労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、
　 政府が管掌する強制保険制度です。

労災保険…労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された
方や遺族の方の生活を保護し、あわせて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

雇用保険…労働者の方が失業した場合に、失業手当を給付したり再就職を促進する事業を行うための保
険制度です。また、事業主の方へは、失業の予防、雇用機会の増大、雇用の安定等に係る各種
助成金制度が設けられています。

★　労働保険に関する事務手続等は労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することもできます。
★　どなたでも、事業主が労働保険の加入に必要な手続を行っているか否かをインターネット上で確認
　　できます。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
　　　　　　　厚生労働省トップページ 「分野別の政策▶雇用・労働▶労働基準」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＞「施策情報▶労働保険の適用・徴収」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＞「労働保険に関する総合情報はこちら」＞「適用事業場検索」

 活 動 紹 介
　たたらの灯　TATARA LIGHT
　10月13日（土）～11月17日（土）奥出雲町竹崎（追谷地
区）で棚田を活用したライトアップイベント「たたらの灯」が開
催されます。
　今年で3年目/5回目を迎える今回は薄暮～午後9時まで約
10,000本の灯が皆様をお出迎えいたします。
　また、様々なゲストによるコンサートやフォトコンテスト、新企
画「田んぼアート」などイベントも同時開催されます。ぜひ、足
をお運びいただき、やさしく暖かく灯された風景をお楽しみく
ださい。

＝お問い合わせ先＝
　TataRart実行委員会事務局　鳥上郵便局　TEL　５２－１１００（担当　田辺）
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おくいずも女子旅列車～地酒でカンパイ！ほろ酔い気分で幸せ旅～
　８月25日、９月22日に木次線車両を貸し切って、車内をまったりとくつろげる空間に変え、
木次線沿線の地酒･スイーツの提供や、「和彩空
間たち花」での昼食などを盛り込んだ「おくい
ずも女子旅列車」が運行されました。
　当日は、県内外から合計40名余の参加者が集
まり、普段とは違う特別な車内で、車窓から見
える沿線の風景を眺めながら、８種類の地酒を
片手に旅を楽しみました。また、唎酒師「石原
美和」さんも同乗され、各地酒の紹介や楽しみ
方を紹介されました。

木次線クイズ
JR西日本管内で“一番標高の高い駅”はどこの駅で
しょう？　　　　　　（答えは広報１１月号掲載）

地域で守る木次線
特急やくも・新幹線の切符は木次線の駅で買いましょう

ききざけ

詳しくは、木次線利活用推進協議会（奥出雲町役場地域づくり推進課）
電話：54-2524までお問い合わせ下さい。

あかり


